
令和３年１２⽉２１⽇

教職員の⼈事管理に資するため、公⽴の⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学
校、特別⽀援学校における教職員の⼈事⾏政の状況について、調査を実施。
※⼀部の項⽬については幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）も対象

１．調査⽬的１．調査⽬的

２．調査対象及び調査対象期間２．調査対象及び調査対象期間

３．主な調査項⽬３．主な調査項⽬

（１）精神疾患による病気休職者等数
（２）懲戒処分⼜は訓告等（以下「懲戒処分等」という。）の状況（交通違反・交通事故、体罰、

性犯罪・性暴⼒等、その他）
（３）⼥性管理職（校⻑、副校⻑及び教頭）の割合
（４）ハラスメントの防⽌措置の実施状況 等

都道府県・指定都市の計６７教育委員会を対象（⼀部の調査については、市（指定都市を除く）
区町村及び学校設置組合等の計１，７４４教育委員会も対象）。
令和２年度の状況を中⼼に調査。

令和２年度 公⽴学校教職員の⼈事⾏政状況調査について（概要）
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教育職員の精神疾患による病気休職者数（令和２年度）

教育職員の精神疾患による病気休職者数の推移（平成23年度～令和2年度）

○教育職員（※）の精神疾患による病気休職者数は、5,203人（全教育職員数の0.57％）で、令和元年度（5,478人）

から275人減少。

（※）公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校における校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教
諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員 （総計920,011人（令和2年5月1日現在））

5,274 
4,960 5,079 5,045 5,009 4,891 

5,077 5,212 
5,478 

5,203 

0.57%
0.54% 0.55% 0.55% 0.54% 0.53% 0.55% 0.57%

0.59% 0.57%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

精神疾患による休職者数(人） 在職者に占める精神疾患の割合（％）（ 人 ）

2
※数値に変更があったため、令和４年１２月２６日に更新（下線部）



○懲戒処分等を受けた教育職員は、4,101人（0.44％）で、令和元年度 （4,675人（0.51％） ）から574人減少。

・「体罰」により懲戒処分等を受けた者は、393人（0.04％）。 (令和元年度550人（0.06％） )

・「性犯罪・性暴力等」により懲戒処分等を受けた者は、201人（0.02％） 。(令和元年度273人（0.03%）)

・うち、児童生徒等に対する性犯罪・性暴力により懲戒処分を受けた者は96人(免職 91人)。
※１ (  )内の割合は教育職員数に対する割合
※２ 令和２年度調査では、幼稚園（幼稚園型認定こども園含む）の教育職員も対象
※３ 本調査における「性犯罪・性暴力等」とは、性犯罪・性暴力及びセクシュアルハラスメントをいう。「性犯罪・性暴力」とは、強制性交等、強制わいせつ（１３歳以上

の者への暴行・脅迫によるわいせつ行為及び１３歳未満の者へのわいせつ行為）、児童ポルノ法第５条から第８条までに当たる行為、公然わいせつ、わいせつ物
頒布等、買春、痴漢、のぞき、陰部等の露出、青少年保護条例等違反、不適切な裸体・下着姿等の撮影（隠し撮り等を含む。）、わいせつ目的をもって体に触ること
等をいう。「セクシュアルハラスメント」とは、他の教職員、児童生徒等を不快にさせる性的な言動等をいう。なお、「性犯罪・性暴力等」、「性犯罪・性暴力」は、令和
元年度調査における「わいせつ行為等」、「わいせつ行為」と同様の範囲

教育職員の懲戒処分等の状況（令和２年度）

区分 年度
懲戒処分

訓告等 総計
免職 停職 減給 戒告 合計

交通違反・
交通事故

２ １４ ３８ ３１ ７４ １５７ １，９７５ ２，１３２

元 ３６ ２６ ５８ ８４ ２０４ ２，２８３ ２，４８７

体罰
２ １ １２ ４３ ４８ １０４ ２８９ ３９３

元 ０ １８ ６８ ５６ １４２ ４０８ ５５０

性犯罪・
性暴力等

２
１１３
（９１）

４６
（５）

１７
(０)

３
（０）

１７８
（９６）

２２
（０）

２０１
（９６）

元
１５３

（１２１）
５０
（５）

１６
（０）

９
（０）

２２８
（１２６）

４５
（０）

２７３
（１２６）

上記以外の
理由

２ ４２ ６８ ９９ ６２ ２７１ １，１０４ １，３７５

元 ２３ ６３ ９５ ７４ ２５５ １，１１０ １，３６５

合計
２ １７０ １６４ １９０ １８７ ７１１ ３，３９０ ４，１０１

元 ２１２ １５７ ２３７ ２２３ ８２９ ３，８４６ ４，６７５

（単位：人）

※ 性犯罪・性暴力等の（ ）は、児童生徒等に対する性犯罪・性暴力による件数で内数。 3
※数値に変更があったため、令和４年１２月２６日に更新（下線部）



職種別の女性管理職の人数と割合（平成24年度～令和３年度）

○女性の管理職（校長、副校長及び教頭）は14,357人で、令和2年4月1日現在から865人増加。

○女性管理職の割合は21.1％で、過去最高の割合。
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⼥性管理職（校⻑、副校⻑及び教頭）の割合（令和３年４⽉１⽇現在）
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区 分 パワーハラスメント セクシュアルハラスメント
妊娠・出産・育児休業・介護休業等

に関するハラスメント

要綱・指針等
の策定

都道府県 ４７団体（１００％） ４７団体（１００％） ４６団体（９７．９％）

指定都市 ２０団体（１００％） ２０団体（１００％） ２０団体（１００％）

市区町村等 １，３７５団体（７８．８％） １，３９３団体（７９．９％） １，２９６団体（７４．３％）

厳正に対処する
旨の方針等の規
定、職員への周

知・啓発

都道府県 ４７団体（１００％） ４７団体（１００％） ４４団体（９３．６％）

指定都市 ２０団体（１００％） ２０団体（１００％） ２０団体（１００％）

市区町村等 １，０９１団体（６２．６％） １，１４５団体（６５．７％） １，０５９団体（６０．７％）

相談窓口の設
置

都道府県 ４７団体（１００％） ４７団体（１００％） ４７団体（１００％）

指定都市 ２０団体（１００％） ２０団体（１００％） ２０団体（１００％）

市区町村等 １，２９２団体（７４．１％） １，３４１団体（７６．９％） １，２４９団体（７１．６％）

研修の実施

都道府県 ４７団体（１００％） ４７団体（１００％） ４６団体（９７．９％）

指定都市 １９団体（９５．０％） ２０団体（１００％） １９団体（９５．０％）

市区町村等 ９５７団体（５４．９％） ９５４団体（５４．７％） ９０４団体（５１．８％）

ハラスメントの防⽌措置の実施状況（令和３年６⽉１⽇現在）

○パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントの防止措置について、「要綱・指針等の策定」「相談窓口の設
置」「研修の実施」は全都道府県・指定都市で実施済。一方で、市区町村等の一部において未実施。

○妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて、都道府県・指定都市・市区町村等の一部
において未実施。

（実施済団体数・実施率）
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（１）精神疾患による病気休職者等数 関係
・ 労働安全衛⽣管理の充実などメンタルヘルス対策等の⼀層の推進
・ 勤務時間管理の徹底をはじめとする学校における働き⽅改⾰の⼀層の推進
・ パワーハラスメントなどハラスメント防⽌措置の徹底
・ 過剰要求等に適切に対応するための弁護⼠等による法務相談体制の整備の促進 等

（２）懲戒処分等の状況 関係
・ 体罰根絶に向けて各教育委員会等に対する指導等の実施
・ 教育職員等による児童⽣徒性暴⼒等の防⽌等に関する法律や同法に基づく基本指針等を踏まえた取組の推進
＞研修・啓発、早期発⾒のための定期的な調査、事案発⽣時の適切な調査等の推進、相談体制の充実
＞特定免許状失効者等データベースの構築、官報情報検索ツールの管理・活⽤
＞児童⽣徒性暴⼒等を⾏った教員について原則として懲戒免職とすること、告発を遺漏なく⾏うことの徹底
＞予防的な取組の推進（執務環境の⾒直しによる密室状態の回避、教育指導体制の⾒直しによる組織的対応、
児童⽣徒等とSNS等による私的なやり取りを⾏ってはいけないことの明確化など） 等

（３）⼥性管理職の割合 関係
・ 第５次男⼥共同参画基本計画等を踏まえ、校⻑及び副校⻑・教頭それぞれについての⽬標設定の推進 等

（４）ハラスメントの防⽌措置の実施状況 関係
・ 市区町村教育委員会も含め、事業主である教育委員会が講ずべき措置が確実に実施されるよう取組を要請

（５）その他
・ 調査結果を踏まえた⼈事⾏政を適切に⾏う上での留意事項の通知、⼈事担当者を集めた研修会の実施

調査結果を踏まえた今後の対応
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